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行
方
市
地
域
結
婚
支
援
者

『
チ
ー
ム
Ｏ
Ｓ
Ｋ
』
が
、
あ
な
た
の

〝
結
婚
〟
応
援
し
ま
す
！

政
策
秘
書
課
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

　

市
で
は
、
若
者
が
抱
え
る
恋
愛
や
結
婚
に

関
す
る
悩
み
等
の
相
談
に
対
応
で
き
る
「
お

せ
っ
か
い
役
」
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
名
も
「
行
方
市
結
婚
支
援
者
等
『
チ
ー

ム
Ｏ
Ｓ
Ｋ
「
お
せ
っ
か
い
の
略
」』
！

　
〝
行
方
ら
し
さ
〟
の
あ
る
、
寄
り
添
っ
た
結

婚
支
援
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

チ
ー
ム
Ｏ
Ｓ
Ｋ
に
相
談
し
た
い
方
は
、
お

気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

〒
３
１
１
‐
３
８
９
２

行
方
市
麻
生
１
５
６
１
‐
９　

行
方
市
市
長

公
室
政
策
秘
書
課
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ

　

☎　

 

０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
２
９
９
（
７
２
）
２
１
７
４

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

難
病
患
者
福
祉
見
舞
金
支
給
制
度

（
平
成
27
年
度
分
）

　

市
で
は
、
難
病
患
者
に
対
し
て
、
難
病
患

者
と
そ
の
家
族
の
労
苦
を
見
舞
う
と
と
も

に
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
「
難
病
患

者
福
祉
見
舞
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
も
支
給
対
象
に
な
る
方
は
、

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　

行
方
市
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
茨
城
県

か
ら
交
付
さ
れ
た
「
一
般
特
定
疾
患
医
療

受
給
者
証
」
ま
た
は
、「
特
定
疾
患
登
録
証
」

を
お
持
ち
の
方

見
舞
金
額
　
年
額　

２
万
円

申
請
期
間　

９
月
１
日（
火
）
～
10
月
30
日（
金
）

必
要
書
類

①「
一
般
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
」
ま
た

は「
特
定
疾
患
登
録
証
」

②
難
病
患
者
本
人
の
預
金
通
帳

③
印
鑑

介
護
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

行
方
市
認
知
症
徘
徊
高
齢
者
対
応

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
体
制
に
つ
い
て

　

市
内
に
お
い
て
認
知
症
徘
徊
高
齢
者
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
高
齢
者
へ
の

日
常
生
活
に
お
け
る
さ
り
げ
な
い
見
守
り

や
、
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
方
を
速
や
か
に

発
見
・
保
護
し
、
そ
の
後
の
生
活
を
側
面
的

に
支
援
し
て
い
く
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、

行
方
市
認
知
症
徘
徊
高
齢
者
対
応
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
作
り
ま
す
。

　

家
族
の
了
解
の
も
と
、
消
防
署
、
介
護
福

祉
施
設
、
タ
ク
シ
ー
会
社
な
ど
の
協
力
機
関

に
フ
ァ
ッ
ク
ス
等
に
よ
り
所
在
不
明
者
情
報

を
送
り
、
い
ち
早
く
発
見
で
き
る
よ
う
協
力

を
依
頼
し
ま
す
。

　

ま
た
、
徘
徊
の
見
ら
れ
る
高
齢
者
の
方
を

事
前
に
登
録
し
て
お
く

こ
と
で
、
緊
急
事
態
に

備
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

介
護
福
祉
課
高
齢
福
祉
グ
ル
ー
プ
（
玉
造
庁

舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

茨
城
県
保
健
福
祉
部
保
健
予
防
課

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
３
２
１
９

デ
ン
グ
熱
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！

　

デ
ン
グ
熱
は
、
デ
ン
グ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

感
染
症
で
、
ウ
イ
ル
ス
を
保
有
す
る
蚊
に
刺

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ヒ
ト
に
感
染
し
ま
す
。

蚊
に
刺
さ
れ
な
い
こ
と
が
最
も
重
要
な
予
防

法
に
な
り
ま
す
。

　

木
陰
や
藪
な
ど
、
蚊
の
発
生
し
や
す
い
場

所
に
立
ち
入
る
際
に
は
、
長
袖
の
服
を
着
用

し
て
肌
の
露
出
を
少
な
く
し
た
り
、
虫
除
け

剤
を
使
用
し
て
、
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
蚊
を
増
や
さ
な
い
た
め
に
、
蚊
の

幼
虫
の
発
生
源
と
な
る
水
が
溜
ま
る
場
所

（
植
木
鉢
の
水
受
け
皿
、
外
置
き
の
バ
ケ
ツ

や
ジ
ョ
ウ
ロ
、空
き
缶
や
空
き
瓶
の
中
な
ど
）

を
作
ら
な
い
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

蚊
に
刺
さ
れ
て
突
然
の
発
熱
（
38
度
以

上
）、
関
節
痛
、
発
疹
等
の
症
状
が
み
ら
れ

た
と
き
は
、
医
療
機
関
を
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。
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行
方
市
農
業
委
員
会
委
員

一
般
選
挙
の
お
知
ら
せ

行
方
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
麻
生
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
８
１
１

【
投
票
日
】

８
月
24
日
（
月
）　

午
前
７
時
～
午
後
６
時

【
定
数
】　

選
挙
区
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
人
数

を
選
挙
し
ま
す
（
定
数
を
超
え
た
選
挙
区
の

み
投
票
を
行
い
ま
す
）。

選
挙
区

区　

域

選
挙
す
べ
き

委
員
の
定
数

第
１
選
挙
区

麻
生
地
区

８
人

第
２
選
挙
区

北
浦
地
区

８
人

第
３
選
挙
区

玉
造
地
区

８
人

【
投
票
で
き
る
方
】

　

平
成
27
年
３
月
31
日
に
確
定
し
た
「
行
方

市
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
」
に
登
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
な
お
、
選
挙

当
日
に
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば

投
票
で
き
ま
せ
ん
。

①
行
方
市
に
住
所
の
あ
る
方

②
イ
．
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て

い
る
方

　

ロ
．
イ
と
同
居
の
親
族
ま
た
は
配
偶
者
で
年

間
概
ね
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
方

※
投
票
で
き
る
方
に
は
、
入
場
券
を
８
月
18
日

に
は
が
き
で
郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
無
投
票

と
な
っ
た
選
挙
区
の
方
に
は
郵
送
し
ま
せ
ん
。

【
投
票
所
】　

市
内
19
カ
所

　

麻
生
地
区
、
北
浦
地
区
は
通
常
の
選
挙
と

同
じ
投
票
所
で
す
が
、
玉
造
地
区
は
一
部
異

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
榎
本
地
区
農
民
研
修
セ
ン
タ
ー
で
投
票
さ

れ
て
い
た
方
→
緑
ヶ
丘
地
区
の
方
は
玉
造
庁

舎
、
そ
れ
以
外
の
方
は
現
原
地
区
学
習
セ
ン

タ
ー

○
浜
地
区
学
習
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
羽
生
地
区

学
習
セ
ン
タ
ー
で
投
票
さ
れ
て
い
た
方
→
八

木
蒔
地
区
学
習
セ
ン
タ
ー

○
玉
造
公
民
館
で
投
票
さ
れ
て
い
た
方
→
玉

造
庁
舎

※
郵
送
さ
れ
る
投
票
所
入
場
券
を
確
認
し

て
、
指
定
さ
れ
た
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ

さ
い
。

【
期
日
前
投
票
】

　

投
票
日
に
投
票
所
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
方
は
、
期
日
前
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期　

間
：
８
月
18
日（
火
）～
８
月
23
日（
日
）

時　

間
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

投
票
所
：

第
１
選
挙
区
（
麻
生
地
区
）・
・
・
市
役
所

麻
生
庁
舎
ロ
ビ
ー

第
２
選
挙
区
（
北
浦
地
区
）・
・
・
市
役
所

北
浦
庁
舎
第
４
会
議
室

第
３
選
挙
区
（
玉
造
地
区
）・
・
・
市
役
所

玉
造
庁
舎
ロ
ビ
ー

※
選
挙
区
ご
と
に
投
票
所
が
分
か
れ
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
開
票
】

　

８
月
24
日
（
月
）
午
後
７
時
30
分
か
ら
市

役
所
北
浦
庁
舎
第
１
会
議
室
で
行
い
ま
す
。

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
へ

◆
立
候
補
届
出
書
類
事
前
審
査

　

８
月
10
日
（
月
）
午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

　

行
方
市
役
所
麻
生
庁
舎
別
棟
会
議
室

◆
立
候
補
届
出
の
受
付

　

８
月
17
日
（
月
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時

　

行
方
市
麻
生
保
健
セ
ン
タ
ー

ク
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
講
習受

講
者
募
集

行
方
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
９
（
８
０
）
６
８
１
８

　

こ
の
講
習
会
は
、
厚
生
労
働
省
茨
城
労
働

局
の
委
託
を
受
け
て
実
施
す
る
も
の
で
、
高
齢

者
の
雇
用
・
就
職
を
支
援
し
ま
す
。
講
習
終

了
後
、
求
人
企
業
と
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

期
　
　
日　

９
月
８
日
（
火
）
～
17
日
（
木
）

（
土
・
日
・
月
を
除
く
７
日
間
）

時
　
　
間　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

会
　
　
場　

グ
リ
ー
ン
パ
レ
ス
石
岡
（
石
岡

市
茨
城
３
‐
16
‐
20
）

講
習
内
容　

オ
フ
ィ
ス
な
ど
の
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
の
基
礎
知
識
と
技
能
を
習
得
し
ま
す
。

対  

象  

者

①
就
職
を
希
望
す
る
55
歳
以
上
の
シ
ニ
ア
の
方

②
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
登
録
し「
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
カ
ー
ド
」
を
お
持
ち
の
方

③
近
隣
市
町
在
住
で
公
共
職
業
安
定
所
に
求

職
登
録
し
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
」
を
お

持
ち
の
方

④
趣
味
・
教
養
の
た
め
の
申
し
込
み
で
な
い

方定
　
　
員　

20
名　
　

受  

講   

料　

無
料

申
込
方
法　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
窓
口

に
て
所
定
の
申
込
書
で
受
付

募
集
締
切　

８
月
31
日
（
月
）

※�

延
長
の
場
合
あ
り
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

社
会
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

知
的
障
害
者
相
談
日
の
お
知
ら
せ

　

知
的
障
害
者
の
巡
回
相
談
が
次
の
日
程
で

行
わ
れ
ま
す
。

日
　
　
時　

９
月
７
日
（
月
）
受
付
：
午

前
10
時
～
午
後
４
時

場
　
　
所　

玉
造
保
健
セ
ン
タ
ー

申
込
方
法
　
茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
４
１
５
０
）
ま
た

は
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ
ま
で
電

話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
相
談
さ
れ
る

場
合
に
は
、
必
ず
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
参
議
院
に
お
い
て
（
衆
議
院
は
通
過
）、

農
業
委
員
の
公
選
制
を
廃
止
し
、
市
町
村

長
の
任
命
制
と
す
る
内
容
の
法
案
が
審
議
さ

れ
て
い
ま
す
。
告
示
日
前
に
こ
の
法
案
が
公

布
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
選
挙
は
行
い
ま
せ
ん
。
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茨
城
県
行
方
県
税
事
務
所　

課
税
第
二
課

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
７
７
３

不
動
産
取
得
税
の
減
額
に
つ
い
て

　

住
宅
用
土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
２
年

（
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
28
年
３

月
31
日
ま
で
に
土
地
を
取
得
し
た
場
合
は
３

年
）
以
内
に
住
宅
を
新
築
し
た
場
合
や
、
土

地
取
得
後
１
年
以
内
に
中
古
住
宅
を
取
得
し

た
場
合
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
、
そ
の
土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
が
減

額
・
還
付
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
減
額
は
、
申
請
に
よ
り
適
用
と
な
り

ま
す
の
で
、
土
地
の
不
動
産
取
得
税
を
既
に

納
め
ら
れ
た
方
で
、
申
請
の
お
済
み
で
な
い

場
合
は
、
早
め
に
申
請
し
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
（
申
請
期
限
：
家
屋

完
成
後
５
年
以
内
）。

　

こ
の
ほ
か
、
東
日
本
大
震
災
等
で
被
災
し
、

代
替
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
つ
き
ま
し

て
も
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
不
動
産
取
得

税
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
茨
城
県
税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.pref.ibaraki.jp/soshiki/

som
u/zeim

u/index.htm
l

【
問
い
合
わ
せ
】

茨
城
県
行
方
県
税
事
務
所　

課
税
第
二
課

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
７
７
３

　マイナンバー（個人番号）とは、国民一人ひとりがもつ 12 桁の番号です。社会保障・税・災害対策の分野で個人の情
報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。
　10 月から、マイナンバーをお知らせするために、マイナンバー・氏名・生年月日・性別が記載された通知カードが、
行方市に住民票を有する全ての方に送付されます。
　来年の１月からは、希望者に顔写真つきの個人番号カードが交付されます。マイナンバー・氏名・住所・生年月日・
性別などが記載され，写真も表示されるので、本人確認書類としても利用できます。
※「通知カード」は大切な書類ですので、なくさないように十分ご注意ください。
※正確な住所に通知カードをお届けするため、引っ越し等の際は住所変更の届出を行ってください。

個人番号カードのイメージ

今年の 10月からマイナンバー（個人番号）が通知されます

お問い合わせは、マイナンバーコールセンター（ナビダイヤル）へ
【日本語窓口】　☎０５７０（２０）０１７８
【外国語窓口】　☎０５７０（２０）０２９１

（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
受付時間：月～金　午前９時 30 分～午後５時 30 分（土日祝、12/29 ～ 1/3 を除く）

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

　マイナンバー社会保障・税番号制度　専用ホームページ マイナンバー 検　索

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

もうすぐ
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行方で暮らす
ー行方市に新たに定住する方を支援します！ー

Ｕターン・Ｉターンを歓迎します！

【定住応援助成金】
内　　容　 定住を目的に、本市内に新たに土地・住宅を取得して居住を始められる方に対して、予算の範囲内で助成金を

交付する制度です。申請は登記後（90 日以内）に行います。

　　　　　※ ここでいう「土地」は、本人またはその家族が所有し、現に居住している宅地（一画地や道路を挟んだ宅地な

ども含む。）は除きます。

助成金額　①住宅等取得助成として、土地・住宅の取得価格の１％　（上限 20 万円）

　　　　　②子育て助成として、子ども１人につき 5 万円（16 歳未満の子）

　　　　　③Ｕターン、Ｉターン助成として、１世帯につき５万円

対象要件　●助成金の交付申請時点で、定住する世帯に満 20 歳以上満 45 歳以下の夫婦が含まれていること。

　　　　　●世帯に本市の市税または税外収入金を滞納している者がいないこと。

　　　　　●省エネ住宅ポイント制度とは併用できません。

　　　　　※その他詳しい要件についてはお問い合わせください。
《例：新築で取得価格が 2,500 万円の住宅に居住を始める場合》

ケース 夫婦＋子供１人 夫婦＋子供３人 夫婦＋子供３人
就業に伴う市外からのＵターン

補助額 25 万円 35 万円 40 万円

【問】政策秘書課（麻生庁舎）　℡ 0299-72-0811

人口減少、特に若者の

「行方離れ」に歯止め

をかけるための施策の

ひとつとして、実施し

ています！

問い合わせ　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

税 金 のお知らせのお知らせ 不動産公売のご案内

■ 公売には、原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。ただし、
買受人の制限（国税徴収法第 92 条）、公売実施の適正化のための措置（国税徴収法第 108 条）等、買受人とな
ることができない方は参加できません。

■ 市では、買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡の義務を負いません。
物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退きなどは、全て買受人自身で行っていただきます。また、隣地
との境界は買受人と隣地所有者で協議してください。

■ 公売日直前に、滞納税の完納などで中止になる場合がありますので、入札参加前に公売実施の有無を収納対策
課でご確認ください。

今月の税金

○市県民税　　　　第２期
○国民健康保険税　第２期
納付期限（口座振替日）は
８月３１日です。

　差押不動産の入札による公売を実施します。買受を希望する方は、下記
の内容をよくご確認の上、入札してください。また、詳細は、市役所各庁
舎にある「公売広報」や市ホームページでご覧いただけます。

■公売対象不動産

区分 所在 地番 地目 地籍（㎡）見積金額（円）公売保証金（円）

15-1 小貫字居下
小貫字新田後

191 番
192 番

雑種地
田（現況非農地＊）

1438
2407 2,200,000 220,000

15-2 羽生字塚前 1778 番 3 山林 648 190,000 20,000

＊非農地のため「買受適格証明書」は不要です。
＊詳細は「公売広報」をご覧ください。

■公売期日　９月 10 日（木）
■受　　付　午後０時 50 分　■入札説明　午後１時
■入札開始　午後１時 20 分　■入札終了　午後２時
■場　　所　麻生保健センター （行方市役所麻生庁舎隣）
■執行機関　行方市
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　浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を

十分に発揮させるには、定期的な維持管理（保守点検・清掃）と定期検査（法定検査）が必要であり、法

律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただ

くよう、皆さまのご協力をお願いします。

保守点検
　■浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。

　　また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。

　■ 10 人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年３～４回行う必要があります。

　■県に登録している保守点検業者に委託してください。

清　　掃
　■浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。

　■年に 1 回以上（全ばっ気方式は６カ月に１回以上）行う必要があります。

　■市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。

法定検査
　■浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。

　■ 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから３～８カ月以内に行う必要があり、その後は毎年 1 回受ける

必要があります。

　■県指定検査機関である（公社）茨城県水質保全協会（TEL 029-291-4004）に申し込みをしてください。

　■ 法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱された「水

質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。

一括契約システム
　■ 保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシス

テムですので、ぜひご利用ください。

　■ 現在契約されている保守点検業者、清掃業者または（公社）茨城県水質保全協会（TEL 029-291-4004）

に申し込みをしてください。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
　■ 単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放

流されてしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量を

およそ１/ ８に減らせます。

　■身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。

　■ 市では、浄化槽の設置について、戸別浄化槽整備事業を実施しています。

この事業は、個人より分担金および使用料をいただき、市が浄化槽を設置・

管理し、適正な生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るものです。詳

しくは、次ページをご覧ください。

浄化槽をお使いの皆さまへ

【問い合わせ】　下水道課（玉造庁舎）　　　　TEL0299-55-0111
　　　　　　　茨城県生活環境部環境対策課　TEL029-301-2966
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戸別浄化槽整備事業とは・・・
　この事業は、個人より分担金および毎月の使用料をいただ
き、市が浄化槽を設置・管理し、適正な生活環境の保全およ
び公衆衛生の向上を図るものです。

対象地域は・・・
　麻生・玉造地区の公共下水道認可区域および農業用集落排
水事業区域を除く市内全域

◆加入分担金および使用料
住宅延床面積 浄化槽の大きさ 分担金 使用料（税別）

140㎡未満 ５人槽 110,000 円 3,800 円

140㎡以上 ７人槽 140,000 円 4,000 円

２世帯住宅 10 人槽 190,000 円 5,100 円

◆浄化槽の規格
高 度 処 理 型 合 併 浄 化 槽　 窒 素 ･ リ ン 除 去 タ イ プ

（BOD10mg/㍑以下、総窒素量 10mg/㍑以下、リン１mg/
㍑以下）

設置希望の方は・・・
① 下水道課に直接来ていただくか、お電話で一度ご相談

ください。詳しい内容と申請方法について、説明させ
ていただきます。

② 希望時期の遅くとも２カ月前までにはお申し込みくだ
さい。また、浄化槽の設置基数には制限がありますの
で早めのご検討をお勧めします。

【問い合わせ】
下水道課施設整備Ｇ（玉造庁舎）
TEL 0299 － 55 － 0111

◆浄化槽設置工事と維持管理における負担および管理区分
◎設置工事に係る市および個人の負担区分

市が実施する部分 個人が実施する部分

①浄化槽本体設置工事（ブロワ含む）標準
②浄化槽本体工事に係る附帯工事

① 配管工事→市指定工事店へ依頼してください。
②宅内設備の改造や改築
③工事の支障となる物の撤去、移転、復旧など
④既設浄化槽等の撤去
⑤屋外コンセント設置工事
⑥駐車場タイプにする場合の補強工事
⑦処理水を道路側溝等へ放流する際の道路管理者等への許可申請
※ 単独浄化槽からの転換の場合、既設浄化槽の撤去費および配管工事費に対す

る補助制度があります（ただし、確認申請を伴う新築・改築等は除く）。
　補助額 150,000 円

◎維持管理に係る市および個人の負担区分
市が負担する部分 個人が負担する部分

①法定検査（年１回）および保守点検（年３回）に要する費用
②汲取りおよび清掃（年１回）に要する費用
③ 修繕費用（ただし、個人が浄化槽を破損した場合には個人負担となります。）

①浄化槽使用料
②電気料（本体およびブロワに係る電気料）
③清掃に要する水道使用料

 

 市が工事・管理する部分
　　●本体工事
　　●法定点検
　　●保守点検
　　●汚泥汲取等

※側溝等が高い場合の別途ポンプ
　取り付けや放流先がない場合の
　宅内処理装置の設置は個人負担
　となります。台　

所

洗
面
所

お
風
呂

ト
イ
レ

汚水の流れ
浄化槽

側溝
水路

個人が負担・管理する部分
 ●排水管および宅内工事等

個人が負担・
管理する部分

＜負担および管理区分図＞

平成 27 年度　戸別浄化槽整備事業について
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シリーズ　国民健康保険 ８月は各種医療証の切り替え
の時期です！

【問い合わせ】国保年金課（玉造庁舎）　℡ 0299-55-0111

◎高齢受給者証
　◆対象となる方
　　平成 27 年８月１日時点で 70 歳から 74 歳の方

　◆発送時期
　　７月下旬に新しい高齢受給者証（水色のカード）を郵送しましたので、ご確認ください。

　◆窓口での負担割合（70 歳から 74 歳の方）

　◆注意点
　　・新しい負担割合は、平成 26 年中の所得をもとにして判定したものです。

　　・ ３割の負担の方で、平成 26 年中の収入が一定の基準より少ない場合、申請により判定が

変わる場合があります。

◎限度額適用・標準負担額減額認定証
　入院・外来ともに医療費が高額になる場合にこの認定証を提示することで、世帯の限度額まで

　の窓口負担となります。

　◆対象となる方
　　・70 歳未満の方（後期高齢者医療の方を除く）で、入院や高額な外来診療のために必要な方

　　・70 歳～ 74 歳の方で住民税非課税世帯の方

　◆更新の手続き
　　新たに申請が必要となります。

　　 また、70 歳～ 74 歳の方で住民税非課税世帯に該当する方には、「高齢受給者証」とともに申

請書を同封しましたので、必ず市役所窓口にて手続きしてください。

　　（申請場所：玉造庁舎 国保年金課、麻生・北浦庁舎 総合窓口室）

　◆注意点
　　・ 世帯に申告をしていない方がいると「上位所得者」扱いとなる場合がありますので、必ず

申告を済ませてください。

　　・国保税を滞納されている世帯は交付されませんのでご注意ください。

◎特定疾病療養受療証
　◆対象となる方
　　現在、特定疾病療養受療証を使って治療を受けている方

　◆発送時期
　　７月下旬に新しい受療証を郵送しましたので、ご確認ください。

区　分 負担割合

①昭和 19 年４月２日以降に生まれた方 ２割

②昭和 19 年４月１日以前に生まれた方 １割（特例措置による）

①・②とも一定以上の所得の方 ３割
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　市では、市外から、より多くの方々に本市に訪れていた
だくことを目的とした「行ってみよう！なめがたキャンペー
ン」を実施しています。市内、市外の方々による SNS（フェ
イスブック、ツイッター、ブログ、Youtube 等）を通じて、
行方市の観光資源（食事処、歴史文化遺産、各施設等）に
関する PR をお願いします。

【ご注意】
・実際に訪れた場所やお食事内容など、内容を具体的に記
述してください。

・個人等への誹謗中傷、施設への断定的批判及び不適切な
表現等の判断につきましては、市の判断により、応募対象
外とさせていただきます。

・各施設等への悪影響を及ぼす内容や確認が困難なものに
ついての記述はご遠慮願います。

プレゼントで発送するクオカードの破損及び紛失については、保証いたしかねますのでご了承ください。

帆引き船あそう温泉白帆の湯

行方バーガー

山百合まつり

麻生藩家老屋敷
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